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大分県主催による県政ふれあいトークが、８月３０日（火）に
宇目振興局で開催されました。これは、県知事が地域に出か
けて県民と直接対話するもので、「宇目地域新たな地域コミュ
ニティ組織設立準備会」のメンバー２１名と意見交換を行い、
宇目地域の課題等について、話し合われました。
出された意見や要望等は、県の施策立案の基礎となります。

広瀬知事と意見交換を行いました！

令和4年10月1日発行

主な意見や要望等

・地区の河川の草刈作業などが高齢化により実施困難な状況に
なっており、人的な支援が必要である。
・県が管理している河川の草刈と河床掘削を実施してもらいたい。
・空き家や耕作放棄地の対策を考えてもらいたい。
・宇目の特産品であるホオズキ、栗、宇目葡萄などの生産者の担
い手確保と支援をお願いしたい。
・森林伐採跡地の搬出道などからの土砂流出防止対策を考えて
もらいたい。
・民生委員の選任に苦慮しており、活動への支援をお願いしたい。



地域づくりの目標を「支え合う・暮らしやすい・活力のある
宇目地域」とし、組織内において宇目地域の現状と課題等
を把握・共有しながら、住民・地域団体・市が連携と協働す
るきめ細かな組織活動ができる組織づくりを行います。
組織体制は、次のとおりです。

今後とも、皆様方のご協力をよろしくお願いいたします！

〈お問い合わせ〉
佐伯市役所 コミュニティ創生課 ☎ 22－4059

宇目振興局 地域振興課 ☎ 25－4111

◆組織の正式名称は、「宇目地域コミュニティ協議会」の予定ですが、地域
に親しまれる組織として、設立準備会で愛称を考えているところです。
◆組織の運営は、区長会や地域団体等の協力により行われ、規約や活動計画
書に基づき運営します。
◆委員会は、区長会理事や部会の代表者、市の関係者等で構成します。組織
を統括し、組織の運営に係る審議や決定、指示を行います。
◆部会は、２つの分野を設置し、その分野の関係団体等で構成します。部会
内で話し合いを行い、地域課題等に必要な取組を行っていきます。
◆事務局は、宇目地域コミュニティセンターが行います。会議の企画や連絡
調整等を含めた組織の運営全般を行います。
◆監査は、組織の活動や会計を監査します。
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地域づくりのための組織の立ち上げ準備を
進めています。


